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道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

道
路
整
備
費
の
対
象
と
な
る
道
路
の
新
設
、
改
築
、
維
持
及
び
修
繕
に
関
す
る
事
業
に
密
接
に
関
連
す
る
事
業
と
し
て
、

以
下
の
も
の
等
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

一

有
料
道
路
の
料
金
の
変
更
に
よ
る
交
通
量
等
へ
の
影
響
に
関
す
る
調
査
を
行
う
事
業

二

道
路
の
地
上
に
お
け
る
電
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
電
柱
の
撤
去
の
推
進
に
必
要
な
調
査
及
び
技
術
の
開
発
を
行
う
事

業
三

地
籍
調
査
（
都
市
部
に
お
け
る
道
路
の
新
設
、
改
築
、
維
持
及
び
修
繕
に
関
す
る
事
業
に
必
要
な
も
の
に
限
る
。
）
の

基
礎
と
す
る
た
め
土
地
の
測
量
を
行
う
事
業

（
第
一
条
第
二
項
関
係
）

第
二

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
）


